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IASBは、引当金の会計処理について的を
絞った改善を提案する
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iGAAP in Focusでは、2024年11月12日に国際会計
基準審議会（IASB）から公表された公開草案「引当金
－的を絞った改善」（ED）に示される、IAS第37号「引
当金、偶発負債及び偶発資産」の修正案を解説する。

● IASBは、以下を含む、IAS第37号の引当金を認
識する規準の修正を提案する。
　– IAS第37号における負債の定義を、「概念フレー
ムワーク」における負債の定義に合わせるため
に更新する。

　– 現在の義務という認識規準をサポートする要求
事項を修正する。

　– その要求事項がEDで提案されたものと整合しな
いIFRIC第21号「賦課金」を廃止し、IAS第37
号の適用ガイダンスの設例に置き換える。

● 引当金の測定に関して、IASBは、以下を規定す
ることを提案する。
　– 現在の義務を決済するための支出は、義務に直
接関連するコストで構成され、これには、当該
義務を決済するための増分コストと、当該種類
の義務の決済に直接関連する他のコストの配分
の両方が含まれる。

　– 使用する割引率は、リスクフリー金利、すなわ
ち、不履行リスクを除外した金利でなければな
らない。

● EDには発効日の提案は含まれていない。IASBが
提案を再審議するときに設定される。

● IASBは、本修正について特定の経過措置を提案
する。

● 公開草案のコメント期間は2025年3月12日に終
了する。

背景
IASBは、引当金を認識する際に満たさなければなら

ない「現在の義務」という規準の以下の条件を解きほぐ
すことの困難さについて、利害関係者から一貫したフィ
ードバックを受け取っている。
● 義務の条件。企業に責任を課すメカニズムを要求し、
特定の事象が発生した場合にそれらの責任を果たすた
めの現実的な選択肢を企業に残さない。

●過去の事象の条件。特定の事象が発生し、その義務が
現在の義務であることを要求する。
さらに利害関係者は、現在の義務という認識規準を解

釈するIFRIC第21号に不満を表明し、IAS第37号の既存
の要求事項を新たな執行メカニズム又は決済オプション
を有する法律及び規制に適用することが困難であると報
告した。
当該フィードバックに対応して、IASBは、IAS第37

号に的を絞った改善を行うことを目的として、2020年
にワーク・プランに基準設定プロジェクトを追加した。
当該改善案は、EDに示されている。

修正案
認識規準

IASBは、引当金を認識するために、以下の3つの規準
を満たさなければならないことを提案する。
●企業が、過去の事象の結果として経済的資源を移転す
る現在の義務を有している（「現在の義務という認識
規準」）。

●企業は、当該義務を決済するために経済的資源を移転
することが必要となる可能性が高い。

●当該義務の金額について、信頼性のある見積りができ
る。
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IASBは、現在の義務という認識規準の重大な変更を
提案している。他の2つの認識規準に対する変更は提案
されていない。

現在の義務という認識規準
現在の義務という規準の改訂された文言は、「概念フ
レームワーク」における負債の定義（すなわち、過去の
事象の結果として経済的資源を移転するという企業の現
在の義務）を反映している。
この改訂された定義から開始し、EDは3つの基礎と
なる条件をより明確に示すことを提案する。
●義務の条件。以下の場合に満たされる。
　– 企業が特定の便益を得る又は特定の行動をとる場合
に、企業に責任を課すメカニズム（法的又は推定的）
がある。

　– 企業は、当該責任を他の当事者に対して負う。
　– 企業は、便益を得る又は行動をとる場合に、責任を
果たすことを回避する実際上の能力を有していない
（法的義務の場合にこれが何を意味するかを説明す
るガイダンスが提案されている）。

●移転の条件。義務が企業に経済的資源を別の当事者に
移転することを要求する潜在能力を有する場合に満た
される。

●過去の事象の条件。以下の場合に満たされる。
　– 企業が、特定の経済的利益を得ている又は特定の行
動を取っている。

　– その結果、企業は、他の場合では移転する必要がな
かったであろう経済的資源を移転しなければならな
い、又は移転しなければならない可能性がある。
過去の事象の条件に対する変更案は、一定の期間にわ
たり得られる経済的便益又はとる行動から生じる義務の
認識に重大な影響を与えることとなる。
特に、ある期間（評価期間）における活動の指標が閾
値を超えた場合にのみ、企業が経済的資源を移転する義
務を有する場合、EDは、過去の事象の条件は、移転の
量が評価される対象となる活動の総量に寄与する活動で
あると提案している。評価期間内のどの日においても、
企業は、評価期間に予想される義務の合計の一部につい
て、現在の義務を有するとみなされる。引当金は、以下
の場合に認識される。
●企業の活動が閾値を超え、企業が経済的資源を移転す
ることが必要となる可能性が高い。

●当該義務の金額について、信頼性のある見積りができ
る。
さらに、企業が2つ（又はそれ以上）の別々の行動を
とる場合にのみ経済的資源を移転する義務を有し、経済
的資源を移転する要求がこれらの行動の両方（又はすべ
て）の結果である場合、EDは、企業がいずれか1つの
行動を取り、かつ残りの行動をとることを回避する実際
上の能力がない場合に、過去の条件が満たされることを
提案する。

見解
IFRIC第21号の現在の要求事項は、賦課金の支払

いの契機となる活動として、賦課金を支払う負債を
生じさせる義務発生事象を定義している。義務発生
事象が最低限の活動の閾値に達することである場
合、当該最低限の活動の閾値に達した時点で対応す
る負債が認識される。したがって、IFRIC第21号を
適用すると、企業は一般的に、EDの提案を適用す
るよりも後に引当金を認識することが要求される。
したがって、IASBは、IFRIC第21号の原則が、現在
の義務という規準の改訂された文言と整合しないた
め、IFRIC第21号の廃止を提案する。

本提案には、IFRIC第6号「特定市場への参加から生
じる負債－電気・電子機器廃棄物」を廃止し、IAS第37
号の適用ガイダンスの設例に置き換えることも含まれ
る。

IASBは、IAS第37号の適用ガイダンスの修正も提案
している。当該修正は、要求事項に対する修正案を反映
するために、現在の義務という認識規準の適用に関する
ガイダンスを更新する。

引当金の測定
義務の決済に必要となる支出

IAS第37号は、企業が現在の義務を決済するために必
要となる支出の最善の見積りで引当金を測定することを
要求している。IASBは、この支出が、義務に直接関連
するコストで構成され、これには、当該義務の決済のた
めの増分コストと、当該種類の義務の決済に直接関連す
る他のコストの配分の両方が含まれることを規定するこ
とを提案する。

見解
2020年5月、IASBは「不利な契約－契約履行の

コスト」（IAS第37号の修正）を公表し、契約が不
利かどうかを「評価」し、企業が不利な契約の引当
金を認識するかどうかを判定する際に企業が含める
コストを規定した。本修正は、企業が不利な契約の
引当金を「測定する」際に、及びより広範に、IAS
第37号の範囲に含まれるあらゆるタイプの引当金
を測定する際に、どのコストを含めるかを規定して
いなかった。IASBは、このガイダンスの欠如に対
し、当該提案をEDに含めることで対処することを
決定した。

割引率
IASBは、企業が義務を決済するために必要となる将

来の支出を、不履行リスクを調整しない、リスクフリー
金利で表される、貨幣の時間価値を反映した金利で割り
引くことを規定することを提案する。
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IASBはまた、企業が使用した割引率及び当該金利（又
は当該複数の金利）を決定するために使用したアプロー
チを開示することを企業に要求することも提案する。

見解
IASBは、様々なアプローチが適切である可能性

があることを認識し、企業が適切なリスクフリー金
利をどのように決定するかを規定することを提案し
ないことを決定した。

公的説明責任のない子会社の開示要求
IASBは、IFRS第19号「公的説明責任のない子会社：
開示」に、引当金の測定に用いる割引率を開示する要求
事項を追加することを提案するが、当該金利（又は当該
複数の金利）を決定するために使用されたアプローチを
開示する要求事項は追加しないことを提案する。

発効日、経過措置及びコメント期間
EDは発効日を提案していない。IASBが本提案を再審

議するときに発効日が決定される。
経過措置に関して、IASBは、企業に対して以下を要

求することを提案する。
●企業が常に本修正を適用していたかのように、引当金
を識別、認識及び測定する。

●企業が常に本修正を適用していたかのように、関連す
る資産がある場合に、その帳簿価額を再測定する。

●利益剰余金、又は適切な場合には資本の他の内訳項目
に生じる正味の差額を認識する。
IASBはまた、企業が本修正に準拠するため、引当金

の測定に含まれるコスト及び割引率の決定の会計方針を
変更する場合について、特定の経過措置も提案する。

EDのコメント期間は2025年3月12日に終了する。

以　上
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